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営  業  騒  音  

 

防止のために  

 

－営業者・施工者の方へ－   

 

 
 

  飲食店営業等については、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条

例により守らなければならない騒音の基準などが定められています。 

  このリーフレットをご覧になって、快適な生活環境づくりにご協力ください。 

 
 
 

名 古 屋 市 環 境 局              
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●騒音の規制基準（条例第 40 条、条例施行細則第 40 条、条例施行細則別表第 17） 

規制対象の営業 地域の区分 規制基準 規制時間 

飲食店営業 

喫茶店営業 

ガソリンスタンド営業 

液化石油ガススタンド営業 

ボーリング場営業 

バッティングセンター営業 

ゴルフ練習場営業 

テニス場営業 

遊泳場営業 

アイススケート場営業 

カラオケボックス営業 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

 

 

 

４０dB 

 

 

 
午後１０時 

～ 

翌日午前６時 近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

 

５０dB 

 

工業地域 ６０dB 

工業専用地域 ７０dB 

その他の地域 ５０dB 

  備考１：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域又はその他の地域に所在

する病院・診療所（患者を入院させるための施設を有するもの）及び特別養護老人ホームの

敷地の周囲 50ｍ以内は５dB を減じた値とする。 
    ２：第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種

中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居地域に接する工業地域

又は工業専用地域は、接する境界から 50ｍ以内は５dB を減じた値とする。（備考１の適用

を受ける区域は除く） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●深夜における音響機器の使用制限（条例第 42 条、条例施行細則第 41 条） 

対象営業 対象地域 
使用禁止 

音響機器 
使用禁止時間 

 

 

飲食店営業 

喫茶店営業 

カラオケボックス営業 

 

 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

カ ラ オ ケ 装 置

音 響 再 生 装 置

楽器 

拡声装置 

有線放送 

午後１１時 

～ 

翌日午前６時 

   適用除外：音が外へ漏れない場合、制限を受けません。 
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 騒音の規制を守らないために、周辺の 

生活環境が損なわれると認められる場合、 

措置勧告・措置命令を受けることになり 

ます。（条例第 44 条） 

 なお、この措置命令に従わないときには、

１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金が

科せられます。（条例第 129 条） 

 

 

 

■カラオケ等の音響機器は、ご近所の迷惑になってい

ませんか？お店の雰囲気を演出する有線放送、テレ

ビ、ステレオ、楽器などの音は大きくしていません

か。 

■お客様の送り迎えは静かに行っていますか？ 

■お客様の騒音（駐車場の音、話し声等）で迷惑をか

けていませんか。 

■空調機器・換気扇・ダクトなどの音でご近所に迷惑

をかけていませんか？お店の外へ出てみて、実際の

音を確認してみてください。 

※お店の音を測りたい方は、各公害対策課へご相談ください。 
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スピーカー 
●窓や扉などの開口部からなるべく離れた場所に設置し

てください。 

●音量出力の小さいものにしたり、必要最小限の数にして

ください。 

●スピーカーが鳴る時に出る振動が壁や床などに伝わり、

音が外に漏れることがあります。ゴムなどでスピーカー

の防振支持を行いましょう。 

 

音響機器 
●音響機器は、お客様が自由に音量を変えられないように

しましょう。 

●使用時間帯に応じた音量がわかるように、音量調節つま

みに印をつけるのもよい方法です  

窓・扉（開口部） 

●窓や扉などの開口部の遮音性能が、その部屋の遮音性能を

決定する主要な要素になります。そのため窓がない方が望

ましいですが、作る場合には住宅側は避けてください。 

●普及型のアルミサッシの遮音性能はそれほど高くなく、ガ

ラスの厚みを変えても性能に大差はありません。同じよう

に見えても防音型の窓は気密性が高く、かなりの遮音性能

が示された製品が出ていますので、必要な能力のものを選

んでください。 

●はめ殺し窓、二重窓も遮音性能が高く、有効な対策です。 

●出入口はできるだけ防音ドアを使用し、前室を設けるなど

二重構造にすると効果的です。 

●施工の際には、枠まわりから音が漏れないように目止めを

し、完全に遮音性能を発揮するように調節することが大切

です。 

 

防音カバー 
消音ダクト 

換気扇 換気扇 

●換気扇は構造上、音が非常に漏れやすい 

部分です。できる限り住宅のない方向に 

向けましょう。 

●換気扇は低騒音型にするとともに、消音 

  ダクトや防音カバーを設置しましょう。 

●客室と厨房はできるかぎり別室とし、客 

  室からの音が入らないようにするのもよ 

  いでしょう。 

●天井用換気扇を使用する場合は、天井ス 

  ペースを利用してサイレンサーを設置し 

  ましょう。 

壁・天井 
●遮音材と吸音材を効果的に使用しましょう。 

●二重壁は、中間空気層を 100 ㎜以上とると更に効果的です。  

  その場合、特定周波数で共鳴をおこす場合がありますので 

 十分注意してください。 

●どんなによい遮音材を用いても、少しでも隙間があれば音 

 が漏れ、防音効果が激減します。遮音材の継ぎ目などには、 

  非硬化性のシール材をつめて音漏れを防ぐこと（コーキン 

 グ処理）が大切です。 

●換気扇や扉、換気ダクト、電気器具等の取付部や棚の後ろ 

 などに対策が抜けた部分があると、防音効果がほとんどな 

 くなることがありますので、十分注意してください。 

 

遮音材と吸音材 
●遮音材（例：ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸなど）は、音を反射させ、透過 

 音を減らします。 

 吸音材（例：ｸﾞﾗｽｳｰﾙなど）は、音の反射を防ぎますが、 

 透過音を減らすことはほとんどできません。 

●外部への遮音のための遮音材と、部屋の中の反響を防ぐた 

 めの吸音材を組み合わせて用いるとより効果があります。 

窓 
はめ殺し 

防音型窓 

二重窓 

出入口 

ドアパッキンの取付 

防音型ドア 

●カラオケ騒音は、意味のある言葉として聞こえるため、音の大きさ以外に、不愉快な音、  

 気になる音として受け取られ、苦情の原因になります。  

●苦情を受けた場合は、感情的にならないで、早めに、誠意をもって問題解決に努めてく  

 ください。    

●営業所の外や駐車場での騒ぎ声なども苦情の原因になります。周囲に迷惑のかからない  

 よう注意してください。  

●営業を開始する前に各公害対策課まで事前にご相談下さい。  
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環境保全・省エネルギー設備資金融資について 

 
名古屋市では、中小企業の方々が、公害の防止その他の環境保全対策を実施するために必要な資金

を長期かつ低金利で融資する「環境保全・省エネルギー設備資金融資」を実施しています。この融資

では、支払った利子に対して、名古屋市が全額または半額の利子補助を行います。 

融資対象 

・公害防止設備の購入、設置、改造等  ・公害防止対策のための市内での移転 

・ハイブリッド・電気・燃料電池自動車等の購入、充電・充填設備の設置 

・太陽光発電設備の設置、ＬＥＤ照明への入替 など 

融資限度

額等 

5,000万円（７年返済 金利 1.3％） 

※移転は 7,000万円まで融資可（5,000万円超は 10年返済 金利 1.5％） 

問合せ先 

名古屋市環境局大気環境対策課（市役所東庁舎５階） 

電話：052-972-2674  FAX：052-972-4155 

電子メール：a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

※ 融資対象事業の実施前に、名古屋市・取り扱い金融機関の審査が 

必要になります。 

内容の確認に１～２ヶ月程度かかる場合がありますので、ご利用の 

際は早めにご連絡ください。 

 
                

 

 

１２０ｄＢ 
  

●飛行機のエンジン近く 

１１０ｄＢ   ●自動車の警笛（前方 2ｍ） 

１００dB   ●電車が通るときのガードの下 

９０dB 

  ●大声による独唱 

●騒々しい工場の中 

●カラオケ（営業所内） 

８０dB   ●地下鉄の車内
 

７０dB 
  ●騒々しい街頭 

●騒々しい事務所の中 

６０dB 
  ●静かな乗用車 

●普通の会話 

５０dB   
●静かな事務所 

４０dB 
  ●図書館 

●静かな住宅地の昼 

３０dB 
  ●郊外の深夜 

●ささやき声 

２０dB 
  ●木の葉のふれあう音 

●置時計の秒針の音（前方１ｍ） 
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    届出・ご相談・お問い合わせ先 

市外局番（０５２） 

西区公害対策課 

（担当区：東・北・西・中村・中） 

西区花の木二丁目18-1 

（西区役所５階） 

☎ ５２３－４６１３ 

FAX ５２３－４６３４ 

港区公害対策課 

（担当区：熱田・中川・港） 

港区港栄二丁目2-1 

（港保健センター３階） 

☎ ６５１－６４９３ 

FAX ６５１－５１４４ 

南区公害対策課 

（担当区：瑞穂・南・緑・天白） 

南区前浜通3-10 

（南区役所２階） 

☎ ８２３－９４２２ 

FAX ８２３－９４２５ 

名東区公害対策課 

（担当区：千種・昭和・守山・名東） 

名東区上社二丁目50 

（名東区役所１階） 

☎ ７７８－３１０８ 

FAX ７７８－３１１０ 

名古屋市環境局地域環境対策部大気環境対策課  ☎ 972-2674（直通） FAX 972-4155   

 

届出書等は名古屋市公式ウェブサイト（https://www.city.nagoya.jp/）からダウンロードできます。 

（事業向け情報→ごみ・環境保全→申請書・届出書ダウンロード→ 環境保全に関する法律・条例等の

届出書・申請書(総目次)→騒音・振動関係） 

    

環境保全  目次 

（R6.4） 

検索！ 

届出書等のダウンロードはこちら 


